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○ 「独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて」（平成21年11月閣議決定）に基づき、各法人において、随意契約見直し計
画をそれぞれ策定（平成22年4月～5月）し、各法人は、それぞれの計画に基づいて見直し実施。
⇒法人全体で、全契約（少額随意契約を除く）に占める競争性のない随意契約の比率を約１割程度へ引き下げることが目標

○ 22年度においては、20年度実績に比べて、「競争性のない随意契約」の契約全体に占める割合は、件数で▲6.7%減少、金額で▲5.5%
減少。

○ 22年度において競争性のある契約方式に移行できなかったものについては、23年度以降も引き続き、さらに随意契約理由を精査するなど
し、見直しを継続。

企画競争・公募
件数 2万 888件
金額 4,953億円

企画競争・公募
件数 1万7,410件
金額 4,486億円

【20’実績】 2兆4,292億円（8万3,920件） 【見直し計画】※見直し結果を20年度実績に当てはめたもの

平成2２年度における独立行政法人の契約状況

【22’実績】 2兆2,945億円（7万5,935件）

企画競争・公募
件数 1万6,186件
金額 4,224億円

競争性のない随意契約
件数 2万 782件(24.8％）
金額 6,552億円(27.0%)

一般競争入札・指名競争入札等
件数 4万2,250件
金額 1兆2,788億円

競争性のない随意契約
件数 1万3,715件 （18.1％）
金額 4,926億円（21.5％）

一般競争入札・指名競争入札等
件数 4万6,034件
金額 1兆3,795億円

一般競争入札・指名競争入札等
件数 5万4,296件
金額 1兆6,019億円

競争性のある契約方式
件数 6万3,138件(75.2%)
金額 1兆7,741億円(73.0%)

競争性のある契約方式
件数 6万2,220件(81.9%)
金額 1兆8,019億円(78.5%)

競争性のある契約方式
件数 7万1,706件(85.4%)
金額 2兆 505億円(84.4%)

競争性のない随意契約
件数 1万2,214件 （14.6％）
金額 3,787億円（15.6％）

【23’～】

特に、新たに締結され
た競争性のない随意契
約案件について、契約
監視委員会等により厳
正に事後チェック
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○ 「独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて」に基づき、各法人において、一者応札・応募の見直しを含む随意契約
見直し計画をそれぞれ策定（平成22年4月～5月）。22年度以降、各法人は、それぞれの計画に基づいて見直し。
⇒競争契約のうち、一者応札・応募となっているものについて、真に競争性を確保するため、契約条件等の見直しを実施。

○ 22年度実績においては、20年度実績に比較して、「一者応札・応募案件」の競争契約全体に占める割合は、件数で▲6.2%、
金額▲10.3%減少。

【見直し計画】
※見直し結果を20年度実績に当てはめたもの

一者応札・応募の状況

一者応札・応募案件
件数 2万4,745件(40.6％)
金額 6,578億円(38.5%)

一者応札・応募案件
件数 2万 697件(34.4％）
金額 4,873億円(28.2%)

契約条件等の見直しを実施
件数 2万3,504件( 38.5%)
金額 5,892億円(34.5%)

【20’実績】 1兆7,072億円（6万1,010件）

二者以上応札・応募案件
件数 3万6,265件(59.4%)
金額 1兆 494億円(61.5%)

【22’実績】 1兆7,308億円（6万 241件）

二者以上応札・応募案件
件数 3万9,544件(65.6%)
金額 1兆2,435億円(71.8%)

その他
件数 1,241件(2.0％）

金額 686億円(4.0%)

【23’～】

○新規入札等案件
入札等に先立ち、契約条件等を

チェック

○一者応札・応募案件の更新
① 事前に契約条件等の改善を
検討

② それでも一者応札・応募とな
った場合は、23年度中に契
約条件等の見直し内容の適
否について、契約監視委員会
等が厳正に審査
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○ 競争性のない随意契約

○ 一者応札・応募

今後の取組

各法人は、随意契約見直し計画の取組を継続し、２２年度において契約監視委員会から受けた点検結果に基づく改
善事項について２３年度において改善を図るとともに、特に、２２年度中に結ばれた「競争性のない随意契約」とされた
案件については、契約監視委員会等による厳正な事後チェックを実施。

また、今後、新たに競争性のない随意契約を締結しようとする場合は、原則として事前に、契約監視委員会の意見を
聴取し、その適否を確認。

各法人は、２３年度において競争入札等を行う際には、各法人で定める一者応札・応募に係る改善方策（仕様書や契
約条件等の見直し等）に従った見直し方策を講ずるとともに、特に、平成２３年度に締結された更新契約において前年
度に引き続き一者応札・応募となった案件については、その見直し内容の適否について、契約監視委員会を通じ厳正
な事後チェックを実施。
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● 随意契約見直し計画（H22年度～）

独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて（平成21年11月17日閣議決定）の概要

１． 契約について厳格に見直しが行われるよう、各独立行政法人及び各府省は、以下の観点等により点検し、見直し。
(1)  競争性のない随意契約を継続しているもの

→ 随意契約事由が妥当であるか、契約価格が他の取引実例等に照らして妥当となっているか。
(2) 競争性のない随意契約から一般競争入札等への移行を予定しているもの

→ 前倒しが検討できないか。
(3) 契約が一般競争入札等による場合であっても、一者応札・応募となっている案件

→ 真に競争性が確保されているか（仕様書内容の見直し、入札参加要件の緩和等を検証）

２．契約監視委員会の設置
監事及び外部有識者によって構成する「契約監視委員会」を各独立行政法人に設置

３．点検対象とスケジュール
以下について、契約監視委員会で点検の上、主務大臣も点検。その点検結果を各法人において反映し、結果を公表。

（22年5月公表）
① 平成２０年度の契約（競争性のない随意契約、一者応札・応募となったもの）
② 平成１９年度以前からの複数年契約
③ 平成２１年度中予定の調達案件

※２１年度中においても、契約監視委員会を立ち上げ後、速やかに事前点検

４．フォローアップ
主務大臣及び各法人（契約監視委員会）は、上記点検、見直し後においても、改善状況をフォローアップし、毎年公表。

総務省は、その結果を取りまとめ、公表。

参考


